
 調査対象：板橋区内を拠点とする東京都認証のNPO
法人及び板橋区内で活動しているボランティア団体 

 調査機関：平成26年6月25日～7月17日 

 依頼数：228 回答数：56（24.5%） 

 介護保険制度改正に伴い、介護支援事業の担い手と
して活動することに関心がある団体：26団体（46.4%） 

※関心はあるが別途拠点が必要：3団体（5.4%） 
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基本的対応方針：国の制度見直しに伴う課題・問題点を把握したうえで、武
蔵野市としての地域の実情に応じた円滑な制度変更対応とサービス水準
の維持・向上を目指す 

 予防給付再編対応方針：予防訪問介護・予防通所介護を利用している
要支援者に対しては、これまでと同程度のサービス供給が継続されるこ
とを基本とする 

 一定以上所得者の2割負担対応方針：来年8月施行に向けて、ケアマネ
ジャー・事業者などの協力を得ながら、市民への周知を丁寧に行い、「負
担割合証」の発行などを円滑に進める 

 地域ケア会議対応方針：「在宅支援連絡会議」「地区別ケース検討会」な
どの既存の連携会議に重層的な地域ケア会議機能を付加し、多職種連
携強化 
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 従来の予防訪問介護など主に雇用されている介護職
員によるサービスに加え、NPOや民間事業者、有償・
無償のボランティアなどによる支援体制 

 単価などは“国が定める額を上限”として市町村が独
自に設定 

市町村事業となるため、サービス提供に関する運営基
準、人員基準、委託単価（月当たり包括報酬か1回ごと
の出来高か）、事業者との契約・審査・支払方法、利用
者の申請方法などが市町村によって異なることが想定
される 
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来年8月からの2割負担導入の課題 

 2割負担該当利用者は居宅サービス計画の見直しが
必要になる可能性（サービス種類や回数の変更） 

 武蔵野市が昨年12月に実施した「要支援・要介護高
齢者実態調査」（1500名対象）では、「介護保険サービ
スの利用者負担が2割になった場合どうしますか」の
設問に対し、「サービスを『減らす・やめる』」の回答が
約3割（28.6%）、『利用する回数を減らす』が23.8% 

 

64 



65 



66 





68 





 

70 



















79 



80 



81 



82 



83 



84 



85 



 適切な医療が施設に来なくなる 
 医療機関の確保が大変 
 医師会や在支連が対応するといってもエリアによって限界が
ある可能性 

 「医療連携が整った施設」というPRが有効ではなくなる可能
性 

 今回認められた個別・集団組み合わせ診療（仮称）を行う場
合、施設スタッフの対応が従来とは異なって来る 

 訪問薬剤師のシフトも変わって来る 
 施設スタッフや家族が通院付き添いする場合、その手間とリ
スクの問題は 

 同じ施設に複数の医療機関が在宅で入る場合、診療方針の
違いで施設スタッフが混乱する可能性 

 同じ施設に入居しているにも関わらず、入居者の負担が大
きく変化する可能性 
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 「病院から在宅へ」という考え方に逆行 

 原則、訪問を望むか、通院できるかどうかは患者の同
意が大前提（受診制限につながる） 

 要介護度や医療依存度での線引き 

 やはり不適切事例を起こした医療機関を個別に指導
監査すべきだった 

 ４分の３の減額ではなく、２割か３割程度の下げが現
実的 

 やはり個別・集団組み合わせ診療は、医師の疲弊、
業務の非効率、医療費の無駄使いを招くのでは 
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・原則、在宅が基本 

・訪問系サービス、定期巡回サービス、小規模多機能などを経て 

 限界点を超えた利用者は施設へ 

・施設の役割の明確化（特養、老健、療養病床）、 

 さらには特定施設、住宅型有料老人ホーム、サ高住の位置づけ・役割の徹底 

 （所得や介護状態、家族関係など様々な要素を踏まえて） 

・特養を介護保険事業計画の中心に位置付けるかどうかの再考。 

 特定施設をもっと増やし民間ノウハウを活用すべき 

・一方で介護保険依存からの脱却。生活重視という観点から見れば、サ高住が 

 ベスト 

・特定施設や特養ではガチガチな収益体質だが、自由な料金設定が可能。 

 入居者の求めるニーズに対して自費サービスを構築できる可能性 

・今後、介護保険給付が細っていくことが間違いないことを考えれば、 

 自費のサービスを付加しやすい形態がベスト 

 （様々な所得層や利用者ニーズを踏まえて） 

88 



 


